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平成２６年第３回登別市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 平成２６年５月２９日（木）１４時００分から１４時３０分 

 

２ 開催場所 登別市役所 ２階 第２委員会室 

 

３ 出席委員（９人） 

   会長      ９番 井野 知弘 

   会長職務代理者 ８番 相良 欢一 

   委員      １番 山下 浩司 

           ２番 赤樫  治 

           ３番 三原 一英 

４番 成田 昭浩 

５番 近井 一夫 

           ６番 逢坂 裕明 

           ７番 吉鷹 敬貴 

 

４ 欠席委員（０人） 

           

５ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の選任及び会議書記の指名 

  第２ 議案第 ６号 平成２５年度農業委員会活動計画の点検・評価の決 

定について 

  第３ 議案第 ７号 平成２６年度農業委員会の目標及びその達成に向け 

た活動計画の決定について 

  第４ 議案第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  第５ 議案第 ９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について（所有権移転） 

  第６ 議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について（賃貸借） 

   

６ 農業委員会事務局職員 

   事務局長 志水 孝暢 

   総括主幹 宍戸 克己 
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７ 会議の概要 

 

事 務 局 長  ただ今から、平成２６年第３回総会を開会いたします。 

       本日の出席委員は、９名全員でありますので、総会は成立して 

おります。 

  それでは、登別市農業委員会会議規則第３条の規定により、議 

長は会長が務めることになっておりますので、これより以後の議 

事の進行は井野会長にお願いいたします。 

 

議   長  これより議事に入ります。 

       まず、日程番号第１「議事録署名委員の選任及び会議書記の指 

名」を行います。 

  登別市農業委員会会議規則第９条第１項に規定する議事録署名 

 委員ですが、私から指名させていただくことにご異議ありません 

か。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

議   長  それでは、議事録署名委員は、３番三原委員、４番成田委員に 

      お願いいたします。 

  なお、本日の会議書記には、事務局職員の宍戸総括主幹を指名 

 いたします。 

  以上で、日程番号第１を終わります。 

 

  次に、日程番号第２ 議案第６号「平成２５年度農業委員会活 

動計画の点検・評価の決定について」及び日程第３ 議案第７号 

「平成２６年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画 

の決定について」は、関連がありますので、一括して議題といた 

します。 

 事務局長から説明願います。 

 

事 務 局 長  議案第６号「平成２５年度農業委員会活動計画の点検・評価の 

決定について」議案第７号「平成２６年度農業委員会の目標及び 

その達成に向けた活動計画の決定について」を審議の上、意見を 

求めるものであります。 

 議案書の１ページから１４ページになります。 
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 本案件につきましては、３月２５日に開催しました第２回総会 

において、説明しましたとおり、点検・評価（案）及び活動計画 

（案）について、市のパブリックコメント制度に基づき、４月１ 

日から４月３０日までの１か月間、市のホームページに掲載する 

とともに、市内の公共施設８か所で公表し、農業者等の意見を求 

めましたところ、１件ほど意見がありましたが、農業委員会活動 

に関する意見では無かったことから、３月に審議し承認いただい 

た、点検・評価（案）及び活動計画（案）を本総会で最終決定す 

ることについて、ご審議いただきたいと思います。 

 なお、両案の内容につきましては、３月の総会において説明さ 

せていただいたとおりでありますので、省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。 

  

議   長  ただ今、事務局長から議案第６号及び第７号に対する説明があ 

りましたが、何かご質疑ございませんか。 

 

 （「無し」の声あり。） 

 

議   長  よろしいですか。 

       それでは、採決いたします。 

議案第６号及び議案第７号について、原案のとおり決定するこ 

とに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 （全員挙手） 

 

議   長  全員賛成ですので、議案第６号及び議案第７号は原案のとおり 

決定いたします。 

 

       次に、日程番号第４ 議案第８号「農地法第３条の規定による 

許可申請について」を議題といたします。 

 事務局長から説明願います。 

 

事 務 局 長  議案第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」審 

議を求めるものであります。 

 議案書の１５ページをご覧ください。 

 申請者は、貸人が登別市札内町２２１番地、熊谷榮子さんで、 
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借人は登別市若草町３丁目３１番地１、熊谷源
げん

さんで貸人の孫に 

あたります。 

 土地の表示は、所在が登別市札内町、地番は２９８番１の内、 

地目は公簿、現況ともに畑で、面積は７８，３４６㎡であります。 

 申請理由は、使用貸借権の設定で、借人の状況の経営地は、７ 

８，３４６㎡、労働力は、男１人、女１人、農業従事日数は年間 

延２００日、農機具は、トラクター４台、農用トラック１台、 

ロールベーラ１台、ロータリーテッダ２台、レーキ１台、タイヤ 

ショベル２台、マニアスプレッダ１台、ディスクモア１台です。 

 資料は、１６ページから１７ページに添付しておりますので、 

ご参照ください。 

 なお、議案書１８ページの「農地法第３条調査書」記載のとお 

り、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のす 

べてを満たしております。 

 以上です。 

 

議   長  ただ今の説明に関連して、現況確認のため調査委員会を設置し、 

現地調査を実施しておりますので、委員長から報告を受けたいと 

思います。 

 逢坂委員長お願いします。 

 

逢坂委員長  議案第８号の「農地法第３条の規定による許可申請について」 

現地調査の結果をご報告いたします。 

 去る５月１２日、午後２時から山下委員、相良委員、私逢坂の 

３名と事務局職員１名の計４名で現地調査を実施しましたところ、 

本件の権利設定により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な 

利用の確保に支障を生じないことを確認できました。 

 以上です。 

 

議   長  ただ今、調査委員長から現地調査の報告がありました。 

       ご質疑を受けたいと思います。 

 何か、ございませんか。 

 

 （「無し」の声あり。） 

 

議   長  よろしいですか。 
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       それでは、採決いたします。 

議案第８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は 

挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議   長  全員賛成ですので、議案第８号は、原案のとおり決定いたしま 

す。 

        

次に、日程番号第５ 議案第９号「農業経営基盤強化促進法第 

１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」 

を議題といたします。 

 事務局長から説明願います。 

 

事 務 局 長  議案第９号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に 

よる農用地利用集積計画の決定について」審議を求めるものであ 

ります。 

       議案書の１９ページをご覧ください。 

 

       所有権の移転を受ける者は、登別市若山町２丁目１９番地１０、  

株式会社ネットワーク代表取締役岩浅眞純さんです。 

所有権を移転する者は、登別市若山町２丁目５番地９、川端真
まこと

  

さんです。 

所有権を移転する土地は、所在が登別市富岸町１丁目、地番が 

１０番９、地目は、公簿が原野で、現況は畑、面積は１，５００ 

㎡です。 

利用の目的は畑で、所有権の移転時期は、平成２６年６月２日、 

対価の金額は８００万円で支払方法は現金、支払期限・引渡時 

期ともに平成２６年６月２日で、移転内容は売買であります。 

        資料は、２０ページと２１ページに添付しておりますので、 

ご参照ください。 

 なお、株式会社ネットワークは、平成元年３月２０日に設立 

され、資本金は１，０００万円で、主な経営は、花の苗や野菜 

の生産販売、これらに付帯する業務を行っており、農業の実績 

もあり、計画申請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条 

第３項の各要件を満たしております。 
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 以上です。 

 

議   長   この件につきましても、現況確認のため調査委員会を設置し、 

       現地調査を実施しておりますので、委員長から報告を受けたい 

       と思います。 

  逢坂委員長お願いします。 

 

逢坂委員長  議案第９号の「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による農用地利用集積計画の決定について」現地調査の結果をご 

報告いたします。 

 本件につきましても５月１２日、午後２時から山下委員、相良 

委員、私逢坂の３名と農林水産グループ職員１名と事務局職員１ 

名の計５名で現地調査を実施しましたところ、本件の利用権設定 

により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支 

障を生じないことを確認できました。 

 以上です。 

 

議   長  ただ今、調査委員長から現地調査の報告がありました。 

       ご質疑を受けたいと思います。 

 何か、ございませんか。 

 

 （「無し」の声あり。） 

 

議   長  よろしいですか。 

       それでは、採決いたします。 

議案第９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は 

挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議   長  全員賛成ですので、議案第９号は、原案のとおり決定いたしま 

す。 

 

次に、日程番号第６ 議案第１０号「農業経営基盤強化促進法 

      第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定につい 

て」を議題といたします。 

 本件につきましては、農業委員会等に関する法律第２４条の議 
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事参与の制限に該当しますので、山下委員には退席をお願いしま 

す。 

 ここで、暫時休憩します。 

 

 （山下委員退席する。） 

 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 事務局長から説明願います。 

 

事 務 局 長  議案第１０号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

      による農用地利用集積計画の決定について」の審議を求めるもの 

であります。 

 本件の利用権設定は、平成２６年６月２４日で期間満了となる 

ことから、再設定をするものであります。 

       議案書の２２ページをご覧ください。 

       利用権の設定を受ける者は、登別市富浦町５丁目１１番地、山 

下浩司さんです。 

 利用権の設定をする者は、登別市札内町２４番地、近井優さ 

んです。 

 利用権を設定する土地は、３筆ありまして、所在が登別市札 

内町で、地番は１筆目が１９６番１の内、２筆目が１９６番４ 

の内、３筆目が１９６番５の内で、地目は、公簿、現況ともに 

畑で、合計面積が、４６，０００㎡です。 

 賃貸借期間は、平成２６年６月２５日から平成３１年６月２ 

４日までの５年間で、賃貸借は年額１２５,０００円です。 

        借主の状況は、経営面積が２１４，８１７㎡、労働力は、男 

       １人、女４人、農業従事者数は年間延べ１，４２０日、家畜は 

豚が１８１頭、乳牛が４３頭、農機具は農用トラック１台、ト 

ラクター５台、モアコンディショナー１台、ヘイテッダ１台、 

レーキ１台、ロールベーラー１台、マニュアワゴン１台、バキ 

ューム１台、ラッピングマシーン１台です。 

 資料は、２３ページと２４ページに添付しておりますので、 

ご参照ください。 

 なお、計画申請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条 

第３項の各要件を満たしております。 

 以上です。 
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議   長  事務局長から説明がありましたので、ご質疑を受けたいと思い 

      ます。 

 何か、ございませんか。 

 

 （「無し」の声あり。） 

 

議   長  よろしいですか。 

       それでは、採決いたします。 

議案第１０号について、原案のとおり決定することに賛成の方 

      は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議   長  全員賛成ですので、議案第１０号は、原案のとおり決定いたし 

      ます。 

 ここで、暫時休憩します。 

 

 （山下委員が戻る。議長から山下委員に議案第１０号について、 

原案のとおり決定された旨を伝える。） 

 

       休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

       以上で、本日の総会に提案されました付議案件の審議につきま 

しては、すべて終了いたしました。 

     これをもちまして、平成２６年第３回農業委員会総会を閉会い 

たします。 

 

 

 


